
実
正
岡
年
六
組
二
十
一
日
箆
三
国
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昌
男
優
拘
留
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・
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端

厳

地
租
に
於
け
る
累
進

運
賃
責
措
力
向
表
硯
計
容
積
と
重
量

平
均
生
産
力
説
に
つ
い
て

組

硯

常

犯

貨
幣
債
値
決
定
原
理
の
一
考
一
作
品

所
川
川
公
開
市
場
取
引
に
拙
い
て

明
治
政
府
の
貸
附
金

議

叫

噛

洩

岡
民
的
産
業
ご
し
て
の
生
糸
一

砕

惟

錦

蛸

地
方
税
不
動
産
取
得
税

制
骨
川
斗
市
士
族
の
材
産

統

計

約

砲

抄

株
債
指
数
に
就
い
て

垣
者
外
働
経
済
雑
誌
主
要
論
題

剛

問

錦

脚

町

本
誌
第
二
十
九
巻
組
目
録

法

事

博

士

制
岬
則
市
博
七

文
明
帥

j

制
州
桝
州
干
ゴ

制
川
川
剛
山
T

十

制

仲

平

イ

、
L

H
μ
r
t
 

糊
岬
刷
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1

相
消
刷
v
i

出

事

博

十
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岬
凶
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禁

暢

載
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明

治

政

府

の

貸

附

金
( 

一一) 

士
口

l
 
l
 

官
E
，ノ

秀

造

四

別
途
合
計
の
貸
附
金

前
節
に
於
て
地
ぺ
た
所
の
も
の
が
常
川
部
に
服
す
る
貸
附
金
で
ゐ
っ
て
、
作
品
附
金

ω
凶
有
な
る
も
の
で
あ
る

が
、
此
内
外
仰
は
川
逸
段
叶
山
川
口
胤
ず
る
貸
附
令
efh仔

LHY』

H
は
叫
に
鴻
べ
た
如
:
[
あ
る
o

球
術
品
市
川
り
貸
附
・
加
山

業
基
金
の
貸
附
・
刷
業
資
本
金
及
糊
業
委
託
金
の
貸
附
即
ち
之
で
ゐ
品
。
此
等

ωも
の
は
最
初
は
特
別
曾
計

ω下

に
市
川
部
貸
附
金
正
は
別
例
ゆ
計
算
を
以

τ貸
附
り
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
・
伐
に
至
つ
て
は
何
れ
も
お
別
部
貸
附

金
巾
に
編
入
せ
ら
れ
る
仁
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
此
の
貼
か
ら
一
石
へ
ば
此
等
も
亦
山
町
別
部
公
附
金
の
一
内
容
を

成
す
も
の
正
も
一
広
ひ
得
ら
れ
る
り
で
ゐ
る
o

今
左
に
北
お
内
務
及
び
北
(
の
市
川
部
貸
附
金
ピ
の
聞
係
，
佐
川
町
逃
す
る

事
ご
す
る
。

)
 

イ
準
備
金
山
貸
附
準
備
金
ピ
は
明
治
二
年
十
月
に
紙
幣
戒
に
会
債
の
償
却
及
岡
庫
の
柏
崎
怖
に
光

τる
目
的
合

(
 

以
て
沢
織
の
机
下
代
四
百
六
十
入
国
五
十
伎
を
杭
立
金
ピ
し
て
常
川
部
以
外
に
貯
戒
し
h
k

る
仁
起
る
も
の
で
あ
っ

て
、
爾
後
年
々
の
歳
計
剰
偽
金
及
諸
雑
枚
入
を
前
立

τ、
増
殖
を
計
h
、
五
年
六
月
に
至
h
p
其

ω菩
似
せ
る
金
一

千
百
三
十
三
政
依
岡
を
基
金
ピ
し
一
1
之
に
準
備
金
な
る
名
稲
を
剛
山
へ
、
始
め
て
規
則
を
設
り
て
之
を
常
用
部
に
使

話

苑

明
拍
政
府
の
貸
附
企
竺
一
)

部
二
十
ー
を

λ
λ
丸

部
士
概

ピコ



IDi: 
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イ)

明
抽
政
山
内
貸
附
企
っ
こ

第
一
一
十
カ
容

八
九
O

第
六
批

用
し
又
は
他

ω融
通
仁
供
す
る
事
を
禁
じ
た
の
で
め
る

Q

而
L
て
始
め
て
此

ω準
備
金
を
貸
附
り
て
利
殖
を
計

ι

計
訓
を
主
ー
た
の
は
匁
六
年
十
二
月
で
ゐ
つ

τ目削
w
L
準
備
金
計
算
規
則
を
定
め
て
準
備
金
を
間
新
仁
分
ち
、
共

の
第
三
瀬
の
「
活
川
辺
換
準
備
金
L

山
中
を
以

τ貸
附
を
行
ふ
事
を
規
定
し
位
。
尋
い
で
八
年
五
月
省
の
規
則
を
改

正
し
て
準
備
金
士
三
組
に
分
も
・
其
の
第
三
瓢
な
る
「
活
用
い
辿
鵠
脱
時
牧
入
利
錨
増
殖
準
備
金
」
を
以
て
矢
張
り
岡

山
川
仁
貸
附
す
る
耕
を
吊
し
た
が
、
明
治
九
年
五
月
に
笠
り
右

ω規
則
を
廃
し
て
新
に
準
備
金
取
扱
規
則
を
定
的
・

準
州
令
を
矢
桜
ム
リ
品
川
同
総
山
一
一
一
弥
仁
分
も
・
其
的
泊
三
削
判
中
合
以
v

し
同
総
貸
川
川
の
布
佐
定
的

M

四
民
じ

1
一
年
七
刊
川

準
備
金
保
例
H
A
は
似
合
候
例
を
設
り
、
準
備
金
よ
り
誠
償
基
金
を
分
離
せ
し
め
る
ピ
同
時
に
従
来
準
備
金
を
三
新

に
分
っ
た
の
を
廃
止
L
た
が
、
業

ω貸
附
を
行
ふ
規
定
は
以
前
正
雄
b
は
な
か
っ
た
Q

準
備
金
的
貸
附
に
は
各
邸
繰
替
食
、
各
廊
器
業
資
本
公
.
銀
行
曾
刷
人
民
貸
山
三
稀
を
存
す
る
の
で
あ
る
が
、

上
掃
の
諸
規
則
に
於
り
る
貸
附
の
規
定
は
皆
銀
行
品
目
刷
人
民
食
に
闘
す
る
も
の
で
ゐ
る
o

ζ

の
析
的
貸
附
は
準
備

金
貸
附

ω中
で
故
も
重
要
な
る
も
め
で
め
り
.
且
最
も
本
質
的
な
る
も

ω
で
あ
る
。
共
の
目
的
ご
す
る
所
以
物
産

繁
殖
、
輸
入
防
川
市
、
事
業
焚
刷
に
在
h
・
此
の
目
的
的
匁
仁
各
科

ω曾
耐
R
A
私
人
に
貸
州
を
行
っ
た
も
の
で
ゐ
っ

て
、
共

ω
性
質
は
惜
用
部
貸
附
金
中

ω刷
業
貸
JE
敢
て
異
る
所
は
無
い

ω
で
ゐ
る
ο

而
し
て
此
の
貸
附
が
如
何
な

る
方
而
に
行
は
れ
た
か
の
詳
細
は
勿
論
知
る
を
得
な
い
が
、
今
諸
沓
に
現
は
れ
た
所
を
綜
合
し
て
二
三

ω例
金
示

せ
ば
、
明
治
八
年
十
二
月
に
は
第
一
乃
至
第
四
園
主
銀
行
に
謝

L
共
の
財
政
救
憐
の
錦
に
新
紙
僻
七
十
一
諸
国
を

貸
附
げ
た
事
が
あ
h
、
叉
明
治
十
三
年
準
備
金
貸
附
滋
止
の
際
棄
稿
者
く
は
返
納
延
期
を
許
し
た
貸
附
金
中
に
は

上
毛
繭
総
改
良
曾
枇
.
貿
易
商
曾
、
新
時
間
此
(

7

刊
ノ
チ
製
遺
筆
者
)
・
厳
業
商
曾
(
貿
易
業
|
筆
者
)
、
起
立
工
商

明f古川政史、第九岱、 lB出以下
同事、 348L'itl干。
同昔、 3S6tt以下3

同書、 371Jil臥 fo
同昔、 393氏以ド。

}
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曾
枇
、
共
同
運
輸
曾
祉
、
北
陸
銀
行
等
の
名
が
見
え
・
共
の
他
第
一
因
立
銀
行
上
海
香
川
尚
代
胤
応
資
本
の
貸
附
、

出
刷
業
向
曾
の
日
清
貿
易
並
に
北
一
俳
道
物
産
寅
捌
資
本
に
謝
す
る
貸
附
等
の
事
貨
も
覗
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

此
等
に
よ
っ
て
も
共
の
一
斑
を
知
る
事
が
山
来
る
で
め
ら
一
も
こ
の
銀
行
命
日
枇
人
民
貸
の
貸
附
伐
件
は
前
掲
の
諸

規
則
に
依
っ
て
一
定

L
て
ゐ
た
。
郎
も
其

ω
貸
附
に
は
必
中
国
債
詮
者
・
古
金
銀
貨
・
銀
行
紙
幣
・
金
銀
制
地
金
等

を
低
蛍
ピ
潟
す
を
長
し
.
向
立
(
の
貸
附
は
六
グ
月
を
↑
期
己
定
め
た
ο

而
l
て
共
の
利
率
は
最
初
は
月
五
一
肌
以
上

の
定
め
で
ゐ
っ
た
が
、
九
年
五
月
に
改
め
ら
れ
て
年
七
分
以
上
ご
な
っ
た
o

併
し
乍
ら
斯
が
る
貸
附
規
定
に
依
る

む
の
は
品
川
附
命
中
山
川
正
一
市
な
ゐ
む
の

F
ゐ
つ
亡
、
同
じ
〈
銀
行
品
川
枇
人
民
貸
に
婚
す
る
貸
附
山
中
に
は
会
〈
布
凶

規
則
じ
検
品
川
ず
な
〈
太
政
官
や
大
政
卿
的
裁
定
に
憐
っ
て
政
治
的
l
行
は
れ
た
抗
附
を
存
し
た
申
は
叉
組
阪
に
川
知

，、み
ia

，，e
、。

〈

t
T
し

準
備
会
貸
附
の
他

ω冊
一
刻
は
各
一
蹴
繰
替
貸
で
あ
る
。
各
鵬
繰
替
貸
正
は
各
官
-
凪
叉
は
地
方
廠
じ
於
て
必
要
な
る

綬
投
セ
一
時
準
備
金
よ
h
繰
替
へ
て
貸
附
此
く
も
の
で
ゐ
っ
て
、
各
感
じ
於
て
経
投
仁
品
川
被
が
付
き
次
第
返
却
す

る
も
の
で
め
る
か
ら
・
全
く
一
時
的
の
融
地
に
過
ぎ
な
い
o

而
し
て
一
冗
来
此
の
繰
替
貸
に
脱
す
る
貸
附
は
始
め
は

品
川
用
部
の
貸
附
ピ

Lτ
行
は
れ

τ
ゐ
た
も
の
で
め
る
。
例
へ
ば
燥
化
石
家
屋
建
築
費
貸
波
金
、
三
菱
曾
刑
貸
附

金
、
骨
岬
替
合
枇
貸
附
金
等
の
如
、
さ
之
で
の
る
。
燥
化
石
家
賠
建
築
袋
貸
波
金
正
は
明
治
五
年
二
月
東
京
の
大
火
に

鍛
み
賂
来
火
災
抽
出
防
の
縛
に
銀
座
泌
的
家
H

閣
を
凡
て
煉
瓦
地
正
錯
す
ヰ
を
副
劃
L
、
北
(
の
費
用
を
一
時
政
府
よ
ち

東
京
府
へ
繰
替
貸
附

υ、
東
京
府
は
其
的
居
住
者
よ
h
年
賦
を
以
て
徴
収
[
て
返
納
す
る
も
的
で
あ
っ
て
、
明
治

七
年
よ
ち
明
治
八
年
度
迄
り
間
に
九
十
高
闘
を
支
出

L
た
。
=
一
菱
命
H

枇
貸
附
金
ピ
は
同
曾
枇
の
汽
船
購
入
代
正

hit 

列』

明
抽
政
府
内
貸
附
金
(
一
一

第
六
披

C 

第
二
十
九
轡

J、
九

明治財政史、第一十三安、 4231'{1'1.下。

明抽 IH.~k史、第九官、 529--530 向。

大藤卿第十回年判帯、 I291~.i。
大破大匝第 f三回年十時書、 J20);".[。
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施

明
抽
政
府
の
貸
附
金
(
=
一
)

第
二
十
九
巻

第
プミ

腕

。
四

F、
九

し
て
明
治
八
年
度
仁
詩
銀
人
十
一
高
弗
を
貸
附
り
柁
も
の
で
ゐ
り
、
活
替
曾
魁
貸
附
金
ご
は
東
京
骨
川
替
曾
枇

ω一運

特
融
辿
の
斜
め
八
年
度
仁
三
十
世
両
国
貸
附
り
た
も
の
で
あ
っ
て
、
何
れ
も
所
管

ω官
聡
か
ら
比
等
の
曾
枇
へ
一
時

繰
替
へ
貸
附
り
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
斯
か
る
線
接
貸
金
の
中
に
は
繰
替
へ
貸
附
付
た
同
一
年
度
内
に
珠
定
額

の
返
戻
を
受
付
待
5
る
も
の
を
生
じ
、
常
間
部
曾
計
の
整
理
上
少
な
か
ら
同
支
障
を
来
す
場
合
が
め
っ
た
か
ら
・

明
治
九
年
七
月
l
歪
b
此

ω時
以
前
の
級
品
骨
貸
金
仁
し
て
返
納
山
本
械
の
分
は
凡
て
準
備
金
仁
引
綿
「
世
帯
ヰ
し
た
υ

斯
〈
て
上
越
の
煉
化
石
家
尿
姥
築
貸
等
の
貸
附
金
、
共
の
他
各
府
川
相
識
備
金
・
銀
行
等
へ
の
一
時
融
泌
貸
金
等
、

帥
丸
従
前
の
貸
附
金
巾
一
時
の
繰
替
融
地
に
屈
す
る
性
質
の
も
の
総
計
三
百
二
十
両
俄
闘
は
此
の
時
以
級
準
備
金

へ
牧
入
す
る
事
ご
な

h
H
其
の
代
h
，
勝
雄
市
新

ω如
き
各
廊
に
謝
す
る
一
時
的
融
通
の
潟
的
貸
附
は
凡
て
各
脱
線
替

貸
な
る
名
稿
の
下
に
準
備
金
よ
・
り
支
出
す
る
事
ご
な
っ
た
の
で
ゐ
る
。
従
っ
て
新
か
る
貸
附
が
共

ω性
質

上

利

息
其
の
他
の
僚
件
を
附
せ
ら
れ

F
る
事
は
一
広
ふ
迄
も
な
い
こ
ど
で
あ
る
o

準
備
金
貸
附

ω今
一
円

J

の
も
の
は
各
聴
偉
業
資
本
貸
で
あ
る
。
明
治
政
府
が
其
の
成
立
以
来
殖
産
興
業
政
策
の

一
ご
し
て
各
締
の
重
要
な
る
産
業
を
自
ら
岬
粧
品
百
し
た
事
は
慨
に
述
べ
た
所
内
如
く
で
あ
る
。
此
助
一
す
の
官
業
の
稲
類

は
農
工
鏑
の
各
方
面
に
旦
り
敷
十
を
数
へ
る
の
で
ゐ
る
が
、
其
の
主
な
る
も
の
を
見
る
も
遺
僻
局
・
印
刷
局
・
東
京

及
大
阪
の
砲
兵
工
版
・
横
須
賀
及
長
崎
等
の
造
船
所
・
三
池
佐
渡
生
野
等
の
諸
鱗
山
・
富
岡
H
A
堺
の
製
綜
場
・
新
町
紡

抑
制
腕
・
各
地
の
牧
畜
場
・
千
住
製
紙
所
・
錨
道
・
郵
便
電
信
等
を
血
中
げ
る
事
が
出
来
る
。
而
し
て
此
等
ゆ
官
業
は
茸
一
の

創
業
費
は
勿
論
共
の
快
世
田
額
の
補
撲
や
維
持
縦
傍
に
要
す
る
技
用
等
は
凡
て
常
用
部
よ
h
年
々
支
出
せ
ら
れ
、
其

の
代
り
若
し
牧
盆
を
曲
堪
や
る
割
引
が
ゐ
れ
ば
廿
刷
用
部
の
歳
入
仁
繰
込
れ
ら
れ
て
ゐ
に
の
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
十
年

蔵入哉llliA草報告書、 560](以下。

明泊財政史、~^}九谷、 5 :2 7--528n。
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七
月
作
業
費
出
納
僚
例
を
制
定
し
.
此
等
の
諸
作
業
に
閲
す
る
経
設
は
通
常
経
費

z判
然
町
田
別
す
る
事
ご
な
し
、

而
し
て
此
等
の
作
業
費
は
各
々
之
を
興
業
費
(
印
ち
同
定
資
本
)
ご
鋳
業
技
(
印
も
蓮
叫
資
本
)
三
に
分
っ
て
・

前
者
は
之
を
一
旦
梯
切
正
し
て
曾
計
百
よ
M
1
除
外
し
、
後
者
は
明
治
十
年
度
以
後
之
を
据
置
古
錯
し
て
作
業
上
の

牧
入
を
以

t
之
を
償
却
す
る
事
さ
定
め
た
c

践
に
於

τ此
等
の
各
官
邸
の
修
業
資
本
は
夏
め
て
準
備
金
よ
h
各
鵬

仁
資
附
け
る
ご
云
ふ
形
式
合
取
る
事
に
な
っ
て
先
づ
明
治
十
年
度
に
於
て
百
九
十
九
高
俗
図
K
T
準
仙
金
山
町
に
編
入

し
H

爾
後
準
備
金
中
に
各
脱
出
官
業
資
本
貸
な
る
椛
目
を
設
け
て
年
ヤ
各
官
耐
略
的
官
業
に
射
[
事
業
の
蹴
張
、
品
腕
般

の
補
填
等
の
資
金
子
L
て
貸
附
を
行
ふ
正
同
時
に
、
北
戸
の
牧
徒
十
本
備
金
へ
返
納
せ
し
め
る
事
ピ

L
た
の
で
あ

;~l 。
以
上
越
べ
た
所
が
準
備
金
貸
附
の
大
要
で
あ
る
。
而
し
て
準
備
金
の
貸
附
は
以
上
の
如
(
に
[
て
明
治
十
三
年

に
至
る
迄
行
は
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
年
六
月
十
五
日
に
至
h
J
準
備
金
の
貸
附
を
廃
止
し
、
従
前
貸
附
付
た
も
の

は
其
の
期
限
に
従
り
て
徴
牧
す
る
串
ご
な
っ
た
。
こ
の
貸
附
の
廊
止
ご
一
五
ム
事
は
単
に
準
備
金

ωみ
に
止
ら
宇
品
川
刷

用
部
の
貸
附
に
も
及
ん
ど
事
は
銑
に
逃
べ
た
補
地
h
で
ゐ
っ
て
、
畢
兎
此
の
時
に
於
て
政
府
の
産
業
政
策
仁
一
大
側

換
が
行
は
れ
、
従
来
の
直
接
保
護
干
捗
政
策
ド
代
っ
て
間
接
的
保
護
政
策
乃
至
は
自
由
放
任
的
政
策
が
れ
は
る
、

に
至

h
L事
情
に
基
〈
も

ωに
外
な
ら
必
の
で
あ
る
。
「
紙
幣
整
理
始
末
」
は
準
備
金
貸
附

ω底
止
に
至
っ
た
這
般

の
事
怖
を
設
明

L
て
「
官
業
』
大
率
4
損
失
-
一
師
三
政
府
保
護
ノ
民
業
主
背
多
P
ρ

失
敗
て
貸
附
金
ノ
返
納

竺
冗
利
共
-
一
延
滞
ト
ナ
9
、
十
二
年
六
月
三
十
日
ノ
現
計
三
依
レ
バ
準
備
金
総
計
五
千
二
百
俄
高
岡
ノ
内
ニ
千
三

百
俄
高
岡
ρ

民
業
保
護
金
・
官
業
資
本
其
他
貸
出
ノ
高
ナ

9
v
。
故
-
一
今
ヤ
政
府
ノ
議
紙
僻
ノ
終
理
ヲ
急
務
ト
ナ

説

苑

明
抽
政
的
自
貸
附
金
(
=
一
)

第
二
十
丸
容

第
六
批

n 
J1 

八
九
三

明治財政史、部」巻、 924"-934n。
大獄卿車問凹年相官、3/n"o
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"止

高H

叫
抽
止
府
叫
貸
附
金
(
ェ
)

第
二
十
九
魯

に

L
刊

ノ

J
Y
E

第
六
腕

。
，、

ス
ニ
決
ぺ
従
来
ノ
政
陥
ヲ
後
ジ
準
備
金
貸
附
ノ
出
務
ヲ
厩
ジ
叉
官
設
ノ
工
業
場
』
漸
次
-
一
之
ヲ
榔
下
グ
ル
コ
ト

、
ナ
ジ
タ

y
」
さ
記
し
て
ゐ
る
。
期
く
ず
準
備
金
的
諸
貸
附
は
此
の
時
を
以
て
廃
止
せ
ら
れ
、
従
前
の
諸
貸
附
令

は
再
び
川
町
山
川
E

尚
史
計
算
じ
移
さ
れ
る
端
正
な
り
、
此
等
二
一
柿
の
準
備
円
以
附
金

ω
貸
附
現
在
高
千
四
百
誠
二
千
九
町

六
十
二
四
に
相
賞
す
る
合
矧
が
明
治
十
四
年
度
乃
至
十
六
年
皮
の
三
ヶ
年
の
聞
に
常
用
郎
よ
り
支
出
せ
ら
れ
て
準

備
金
巾
に
編
入
せ
ら
れ
、
そ
れ
ご
同
時
に
此
等
貸
附
金
の
伯
惟
は
惜
別
部
へ
移
さ
れ
た
。
斯
く

τ此
等

ω貸
附
金

は
此
の
時
以
後
四
枚
の
一
方
に
師
し
亡
復
た
貸
附
り
ら
れ
る
中
は
な
か
っ
た
が
、
た
い
各
市
鵬
晶
画
業
資
本
貸
の
み
は

支
の
性
質
上
川
市
用
部
貸
附
金

ω
一
ご
し
て
年
々
若
干
づ
、
支
出
せ
ら
れ
た
。

以
上
内
如
く
に
[
て
準
仙
貸
附
の
返
納
金
は
総
て
常
用
部
山
り
歳
入
小
に
枚
入
せ
ら
れ
る
事
正
な
っ
た
の
で
あ
る

が
、
政
府
は
斯
〈
一
巡
仙
川
合
を
協
同
部
に
牧
入
占
る
結
県
一
時
歳
入
に
総
絡
を
生

ι怨
め
に
経
費

ω弊
e
v
-
映
す
事
を

慮
、
り
、
明
治
卜
六
年
十
二
月
に
至
っ
て
準
備
金
山
中
じ
特
に
疎
備
郎
な
る
も

ωを
設
け
、
以
後
準
備
貸
附

ωみ
な
ら

や
前
用
部
貸
附
の
返
納
金
を
も
線
て
こ
の
巾
に
編
人
し
、
而
し
て
-
』
の
金
は
臨
時
非
情
の
支
出
に
封
す
る
橡
備
己

川市周
J

叫
に
於
い

τ牧
入
に
先
に
も
支
出
を
要
す
る
時
の
一
般
過
ご
に
光

τる
事
己
し
た
。
期
〈
て
再
び
常
用
部
貸
附

金
ピ
準
備
金
ご

ω閥
係
を
生
宇
品
市
す
ご
な

h
、
此
の
時
以
後
明
治
十
八
年
度
に
至
る
迄
に
合
計
間
百
一
部
六
千
二

古
川
十
四
凶
め
返
納
金
を
比
の
珠
備
部
に
牧
入
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
明
治
十
七
年
九
月
大
賊
省
校
券
保
例
後

布
ゼ
ら
れ
、
歳
計

t
牧
支
の
不
漣
九
官
官
生
干
る
場
合
じ
は
大
級
省
設
血
分
台
後
行

L
て
其
の
燥
替
に
充
工
る
事
正
な

ら
、
こ
、
に
橡
仙
部
設
此

ω中
古
賀
目
的
は
失
は
れ
る
に
至
っ
た
の
で
明
治
十
九
年
一
月
珠
術
部
は
厳
止
せ
ら
れ
、

従
っ
て
諸
貸
附
金
の
返
納
金
以
十
九
年
度
以
従
再
び
総
て
悩
用
部
へ
攻
入
せ
ら
れ
る
事
正
な
っ
社
。
而
し
で
準
備

紙惜瞥川1 1，(古末司I1 S-119~tc，

同地il1政史、'lf;九在、ド9Uo

明治則政史、第九春、，1.15--.:1-18此。
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金

の

制

度

が

明

治

二

十

二

年

度

限

h
，
底
止
ぜ
ら
れ
る
、
に
至
る
や
、
此
の
時
迄
に
返
納
末
端
山
の
準
備
貸
附
令
品
汁
し

準
備
金
小
貸
附
金
に
矧
す
る
も
切
合
計
九
十
六
市
内
二
千
九
百
八
回
は
一
工
・
・
三
年
一
一
一
月
末
日
を
以
て
山
市
用
部
の
貸
附

合

中

へ

引

継

が

れ

た

の

で

ゐ

る

印

今

友

に

準

備

金

の

貸

附

に

闘

す

る

去

十

』

掲

げ

る

出

千f' Ht 千両 H
u州場
ヤF叫中

市I訓i町、
九州 tt
11.!; TII' +: 

;，~ 1<11' 1¥: 

一

貸

附

純

額

一

辺

納

制

一

的

失

削

一

世

川

部

へ

引

総

削

一

残

一

一

一

引

剖

一

円

八

七

円

一

川

一

JUU一

νバ
一
三
一

一
一
一
口
、
一
号
一
、
川
直
一
向
、
主
主
口
一
一
一
、
石
可
九
汎
一
円
以
八
六
三
一
一
一

-

r

一一寸九九口、口ん
u
一
件
』
】
、
口
一
一
-1-hM
正
一
一
、
八
hu

円、
-
4
1
h
t
z
J
4
1
川品九

一
一
信
、
宅
、
宗
門
一
一
光
、
判
八
九
、
立
一
」
弓
宅
地
、
(
一
一
・
一
目
、

g一、会一一一

よ札

仰
考
一
伐
附
帥
州
知
と
は
明
治
十
三
年
六

H
に
至
る
ー
邑
に
貸
附
げ
り
れ
た
純
闘
で
あ
る
。

一
却
先
制
は
来
的
に
附
L
た
る
も
山
皮

υ
↑
叫
区
制
山
除
山
利
引
ム
内
等
を
色
合
す
る
ω

(
 

ー
一
一
悩
川
部
へ
引
悩
削
と
は
叫
治
十
川
作
山
氏
よ
リ
十
六
判
此
に
五
る
三
年
川
に
地
備
金
山
貸
附
を
出
川
部
氏
附
金
山
中
へ
制
人
し
た
制
ご
あ

{
 

。
る

川
残
舗
と
は
明
治
ニ
イ
一
一
年
一
一
一
月
準
間
金
山
悦
止
に
刷
出
し
此
時
這
に
一
世
納
せ
ら
れ

rり
し
貸
附
命
を
常
川
部
貸
附
品
川
巾
へ
引
幡
い
だ
叫
聞
で

{
 あ

る
。
そ
の
金
制
副
本
文
に
世
て
島
げ
た
る
九
十
ム
ハ
尚
二
千
九
百
λ
聞
と
刷
逃
す
る
の
は
、
本
去
の
酎
宇
U
準
備
金
白
貸
附
企
の
み
白

蝋
咋
な
る
に
反
し
、
本
文
中
ド
削
げ
た
る
政
ヰ

ι貸
附
金

ω
外
v
h
M
打
倒
荷
伺
梓
年
賦
延
納
金
、
川
片
側
崎
山
点
張
却
代
未
納
金
を
も
伝
合

す
る
を
以
て
で
あ
る
。

(ロ)
起
業
基
金
の
貸
附

起

業

基

金

さ

は

明

治

十

一

年

五

月

「

会

闘

中

会

盆

の

事

業

を

起

し

物

産

繁

殖

の

道

を

閲

言E

'" 

第
二
十
九
谷

o 
ーヒ

λ

九
五

明
拍
政
山
由
貸
附
金
(
一
一

第
六
腕

同書、 743"a。
阿古、 53ffaft'f品の ln:i~rこ{量る o
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設

苑

第
プマ

蹴

O 
A 

第
二
十
九
巻

、
a
-

、

F
J
i
J
F
 

明
泊
政
府
自
貸
附
金
{
三
)

き
内
外
の
商
貰
を
雄
に
す
る
」
潟
に
起
業
公
債
Z
稀
す
る
内
因
償
千
二
百
五
十
高
岡
を
募
集
し
、
手
取
金
一
千
高

固
を
得
て
之
を
起
業
基
金
部
な
る
特
別
曾
討
の
下
に
牧
支
を
行
ひ
し
も
の
で
あ
る
。
明
治
政
府
が
其
の
成
立
以
来

殖
産
興
業
に
努
め
た
事
は
脱
々
越
ベ
セ
一
肋
で
ゐ
る
が
、
明
治
十
年
西
ド
闘
の
乱
平
定
し
て
政
府
ゆ
地
位
漸
〈
安
岡
正

な
る
や
、
政
府
は
カ
を
一
一
財
産
業

ω振
興
閥
官
の
開
後
に
致
し
各
柿
の
生
産
一
事
業
を
計
劃
す
る
に
至
っ
た
の
で
ゐ

つ

c、
止
パ
の
資
金
ご
し
て
募
集
せ
ら
れ
た
の
が
起
業
会
偵
で
ゐ
品
。
而
し
て
ニ
の
起
業
計
枠
内
偵
を
以
て
行
は
れ
い
た
事

業
は
築
川
町
・
越
路
開
撃
・
疏
水
・
錨
地
激
訟
・
銑
山
側
嫌
・
糊
業
等
の
諸
方
一
山
じ
↑
日
一
っ
た
が
、
右
の
小
公
附
会
と
[
τ

使
刺
せ
ら
れ
た
の
は
最
後
の
勅
業
経
柴
の
み
で
あ
る
o

こ
の
糊
業
費
は
農
商
務
省

ω所
持
刊
に
委
ね
ら
れ
、
最
初
起

業
基
金
中
よ
り
制
宛
て
ら
れ
穴
額
以
三
百
両
国
で
あ
る
が
、
賞
際
に
於
て
明
治
十
二
年
度
よ
り
二
十
一
年
度
に
至

る
十
ヶ
年
聞
に
支
出
せ
ら
れ
穴
総
額
は
二
百
六
十
七
前
二
千
四
宵
二
十
三
国
俄
で
あ
っ
て
、
此
等
山
り
令
額
は
何
れ

も
殖
産
興
業
の
目
的
を
以
て
主
正
し
て
士
族
に
貸
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
即
も
其
の
内
容
は
之
を
士
族
授
産

の
潟
仁
貸
附
り
た
も
の
、
府
職
率
・
族
授
産
的
潟
仁
貸
附
げ
た
も
の
、
事
業
保
誰
其
他
一
般
刷
業
の
A
A
仁
貸
附
り
セ

も
の
、
三
柿
に
分
つ
事
が
仙
来
る
の
で
め
る
が
、
こ
の
中
政
府
が
最
も
意
を
詑

hyrの
は
士
族
授
療
の
方
面
で
あ

っ
て
、
共
的
貸
附
裁
定
額
も
刷
業
費
の
字
額
印
も
百
五
十
高
闘
を
計
上
L
h
h
将
で
ゐ
る
o

而
し
て
府
間
際
に
於
り
る

貸
附
額
も
士
放
授
産
の
品
川
の
貸
附
百
四
十
六
高
九
千
百
九
十
八
倒
的
州
、
康
職
者
へ
貸
附
ゆ
分
六
十
一
前
五
千
五
百

m
 

三
十
二
聞
倣
で
あ
っ

τ、
主
(
他
の
貸
附
は
五
十
八
高
七
千
六
百
九
十
二
回
俄
で
あ
っ
た
ι

而
も
こ
の
最
後
の
も
の

も
士
族
に
劃
し
て
貸
附
り
ら
れ
た
の
が
多
か
っ
た
の
で
め
る
か
ら
、
結
局
起
業
金
的
貸
附
は
品
開
ん
Y
」
会
く
士
族
救

済
の
活
に
行
は
れ
た
も
の
古
都
し
て
も
不
可
は
な
く
・
如
何
に
明
治
政
府
が
特
に
西
市
役
以
後
失
業
士
族
の
彪
置

明治財政史、 U~ー径、 899J(以下。)
 。
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に
苦
心
を
梯
っ
た
か
い
γ

此

ω事
に
依
っ
て
も
明
か
に
覗
は
れ
る
の
で
ゐ
る
。

起
業
貸
附
は
右
の
如
〈
に
し
て
明
治
十
二
年
度
以
降
年
々
行
は
れ
た
が
、
明
治
十
四
年
七
月
仁
重
り
超
業
貸
附

金
の
計
算
は
常
用
部
貸
附
金
に
併
合
せ
ら
れ
る
事
苫
な
っ
た
。
帥
も
起
業
貸
附
金
の
貸
出
は
周
年
以
後
吉
雄
も
由
民

商
務
省
の
所
管
己
し

τ起
業
基
金
中
よ
h
支
出
す
る
事
は
従
来
正
岡
慌
で
あ
る
が
、
一
日
一
貸
附
り
た
上
は
其
の
債

権
は
之
を
大
減
省

ω所
管
な
る
慌
則
的
作
品
附
金
へ
移
し
、
従
う
て
共
の
返
納
金
も
亦
川
市
用
部
へ
収
入
せ
ら
れ
る
端

正
な
っ

K
の
で
ぬ
る
ω
織
の
如
く
じ
し

τ常
用
部
貸
附
金
は
十
四
年
度
に
於
て
従
前
よ
h
の
起
業
貸
附
金
二
百
二

十
六
出
六
千
六
阿
λ
十
四
副
俄
を
茶

ω御
装
貨
の
前
日
中
じ
受
入
れ
、
耐
剛
牧
二
十
一
年
度
仁
王
り
起
業
金
山
袋
附

を
全
部
結
了
す
る
迄
年
々
多
少
の
起
業
公
附
金
を
茶
の
中
に
編
入

L
t
の
で
あ
る
c

起
業
貸
附
金
が
如
何
な
る
依
件
を
以
1
袋
附
り
ら
れ
た
か
は
阪
越
の
糊
業
貸
附
ピ
同
伐
詳
L
い
惑
は
不
明
で
ゐ

品
。
葺
し
此
等
の
糊
業
貸
や
起
業
貨
に
闘
し

τは
共
的
貸
附
の
侠
件
を
定
め
た
る
一
般
的
的
法
規
は
存
せ
や
、
貸

附
に
際
し
て
倒
別
的
に
保
件
等
を
決
定
せ
ら
れ
た
も

ωで
め
る
か
ら
、
其
由
契
約
の
一
々
を
調
ぺ
な
り
れ
ば
到
底

詳
細
は
判
明
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
併
L
乍
ら
此
等
の
貸
附
金
の
性
質
及
目
的
上
よ
り
見
て
北
日
の
貸
附

の
傑
件
は
左
四
時
厳
重
な
る
も
の
で
は
な
(
、
利
率
の
如
き
も
準
備
金
貸
附
耗
宜
向
く
は
な
〈
、
茸
(
他
の
伸
明
件
も
貸
附

後
大
抵
数
年
間
据
置
、
爾
後
数
字
年
賦
を
以
て
返
隣
せ
し
め
る

ωを
普
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
黙
に

闘
し

τは
弐
市
恨
の
糊
業
資
本
金
M
A
刷
業
委
託
金
に
付

ντ
も
同
様
の
事
が
云
ひ
待
ら
れ
る

ωで
あ
る
υ

』
糊
業
資
本
金
及
糊
業
委
託
金
の
貸
附
西
耐
の
役
以
後
政
府
が
特
に
士
族
の
授
産
に
意
を
用
ゐ
・
起
業
基
金

中
よ
h
士
族
授
産
資
本
の
貸
附
を
行
っ
た
事
は
前
識
の
如
(
で
ゐ
る
が
、
明
治
十
五
年
に
至
b
斯
か
る
起
業
基
金

詰

第
一
一
十
九
轡

。
ブL

入
九
七

第
六
批

~ij 

明
抽
政
府
の
貸
剛
企
(
=
一
)
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H包

明
怖
政
仙
の
貸
附
人
世
{
一
一
)

部
二
十
九
巷

入
九
八

第
プぐ

品よ

() 

の
貸
附
の
み
で
は
向
ほ
共
の
目
的
伝
達
成
し
推
し
ご
し
て
、
別
に
十
五
年
度
よ
り
二
十
二
年
度
迄
八
ヶ
年
間
常
矧

部
よ
h
年
々
五
十
諸
国
を
支
出
し
て
之
を
糊
業
資
本
金
正
純
し
て
別
位

L
、
農
商
務
省
の
管
理
の
下
に
士
族
授
産

資
本
金
に
貸
附
げ
年
度
末
に
叫
畑
山
併
が
あ
れ
ば
忽
年
度
に
繰
越
し
て
使
用
イ
切
る
事
己

ι花
。
而
し
て
刷
業
資
本
金
の

貸
川
附
は
之
を
甲
乙
丙
の
三
浦
に
分
ち
、
中
部
は
「
家
織
の
虎
分
に
肝
胎
し
て
起
業
資
本
金
を
奔
例
目
ん
己
耐
闘
す

る
者
」
へ
、
乙
部
は
1

自
ら
禽
て
起
業
を
錦
寸
者
」
及
び
「
栃
貧
者
自
ら
起
業
し
能
は

g
る
者
を
資
力
ゐ

ι農
-
同
布
志

者
義
憐
糊
菜
採
刷
」
に
允
℃
ん
ご
す
る
者
へ
、
丙
却
は
北
尚
道
へ
移
位
を
諦
即
す
る
者
へ
夫
々
…
日
附
〈
る
却
を
定

め、

H
毎
年
の
珠
算
五
十
蔦
凶
の
中
甲
部
へ
の
支
出
を
十
高
倒
、
乙
部
へ
の
支
出
を
二
十
高
凶
・
阿
部
へ
の
支
出

を
十
五
高
凶
ご
激
定
し
、
別
に
五
前
向
闘
を
準
備
ご
し
て
特
別
の
場
合

ω貸
出
に
保
留
し
た
ω
糊
業
資
本
金
は
以
上

の
如
〈
に
し
て
年
々
軍
十
高
岡
宛
入
ヶ
年
間
四
百
前
闘
争
」
貸
附
け

ι珠
a
廷
で
あ
っ
た
が
、
府
民
際
に
於
て
斯
か
る
士

族
同
江
成
資
本
貸
附
の
目
的
に
川
ゐ
ら
れ
た
額
は
三
百
一
高
九
千
百
三
回
除
で
あ
っ
た
が

糊
業
資
本
金
的
外
に
併
は
之
ご
同
一
の
目
的
を
以
て
貸
附
け
ら
れ
た
資
金
が
め
っ
た
。
刷
業
委
託
金
が
聞
も

之
で
あ
っ
亡
、
矢
張
h
起
業
基
金

ω士
族
授
産
資
本
食
附
の
不
足
ケ
補
ふ
潟
に
明
治
十
五
年
度
以
後
品
川
則
部
よ
り

叫
に
肱
じ

τ
相
嘗
令
板
を
支
出
し
て
之
を
糊
業
委
託
金
ご
僻
し
て
別
泣
し
、
共
の
貸
附
eT
府
眠
師
長
官
に
委
託

L

t
之
を
通
じ

τ士
族
に
貸
附
り
た
の
で
め
品
。
其
川
町
最
初
の
支
出
稼
定
額
は
二
十
人
高
六
千
四
百
七
十
人
同
伶

で
も
っ
h

い
が
・
質
際
士
族
授
産
資
本
の
震
に
貸
附
け
ら
れ
た
の
は
十
五
高
千
七
百
五
十
人
間
伶
に
過
ぎ
な
か
っ

zc 
，t
 糊

業
資
本
金
百
件
糊
業
委
託
金
は
以
上
の
如
く
他
の
経
費
ピ

ω混
同
古
跡
内
、
が
箱
に
一
旦
常
用
部
よ
り
支
出
せ
ら
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れ
た
後
は
之
を
別
賞
し
一
1
枚
支
を
行
っ
た
り
で
ゐ
司
Q

が
、
而
b
他
的
多
〈
の
別
途
箇
計
金
正
刷
出
h
，r

其
の
計
算
は
全

然
常
用
部
よ

h
湖
立
し
た
も
り
で
は
な
〈
、
毎
年
北
一
の
珠
定
額
を
市
川
部
よ
り
支
出
せ
ら
れ
、
叉
貸
附
金
の
返
納

せ
ら
れ
た
も
の
も
凡
て
却
用
部
仁
収
入
せ
ら
れ
た
も

ωで
ゐ
L
o
故
仁
貸
附
金
の
計
算
仁
閲
す
る
限
h
仁
於
ー
は

此
等
の
作
品
附
金
も
常
用
部
貸
附
金
の
糊
業
貸
ご
何
等
師
別
セ
?
に
取
扱
は
れ
た
の
で
ゐ
る
。

常
川
部
貸
附
金
中
の

糊
業
貸
は
阪
に
地
ぺ
た
如
〈
明
治
十
四
年
度
以
牧
原
則
正
し
て
行
は
れ
な
か
っ
た
に

L
拘
ら
少
、

制
附
牧
に
於
り
る

常
用
部

ω牧
支
曾
計
而
に
於
て
な
は
刷
業
貸
附
金
な
る
金
・
叩
惜
の
多
額
仁
存
庇

L
た
の
は
右
の
如
き
理
由
に
基
〈
も

の
で
あ
る
。
帥
す
h

ノ
朋
治
十
五
年
度
以
後
の
刷
業
貸
附

U
大
部
分
此
等
刷
業
資
ホ
-Am
及
糊
業
委
託
金
を
以
1
貸
附

U

ら
れ
た
る
士
族
授
産
資
本
の
抗
附
に
属
す
毛
も
の
で
め
ウ

τ.
等
し
く
糊
業
袋
三
ぞ
み
も
十
三
年
度
以
前
ピ
其
の

以
後
ご
に
在
つ

τは
大
に
其
的
性
質
を
異
に
せ
る
も
の
な
る
事
を
知
ら
ね
ば
な
ら
的
。

設

苑

明
拍
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貸
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